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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第５区分
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【手続補正書】
【提出日】平成26年2月5日(2014.2.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カーカス（４）と前記カーカス（４）に隣接する部材（９、１０）とを有するラジアル
構成の空気入り車両タイヤ（１）であって、スレッド形状要素（１１）が前記カーカス（
４）の２つの表面の少なくとも１つに配置され、前記スレッド形状要素（１１）は、前記
タイヤの組み立て中に前記カーカス（４）と前記隣接部材（９、１０）との間に閉じ込め
られた空気の空気排出のために好ましくは使用される空気入り車両タイヤ（１）において
、
　少なくとも１つのスレッド形状要素（１１）が、導電性でありかつ導電性スレッド形状
要素（１２）をともに形成するコーティング（１３）を有することと、前記導電性スレッ
ド形状要素（１２）が１×１０７オーム／ｃｍ未満の電気抵抗を有することとを特徴とす
る空気入り車両タイヤ（１）。
【請求項２】
　１～２０個、好ましくは２～６個の導電性スレッド形状要素（１２）が前記カーカス（
４）の表面に配置されることを特徴とする請求項１に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項３】
　未加硫タイヤ中の前記導電性スレッド形状要素（１２）が１．５％～５０％、好ましく
は５％～２５％の伸び率を有することを特徴とする請求項１または２に記載の空気入り車



(2) JP 2013-528525 A5 2014.3.27

両タイヤ。
【請求項４】
　前記スレッド形状要素（１１）が導電性でないことを特徴とする請求項１～３のいずれ
か１項に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項５】
　前記スレッド形状要素（１１）の直径が０．０１～１．５ｍｍ、好ましくは０．０５～
０．２ｍｍであることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の空気入り車両タ
イヤ。
【請求項６】
　前記導電性スレッド形状要素（１１）が３０００ｄｔｅｘ未満、好ましくは５００ｄｔ
ｅｘ未満の繊度を有することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の空気入り
車両タイヤ。
【請求項７】
　前記導電性コーティング（１３）が、導電性粒子（１４）、好ましくは５０ｍ２／ｇ以
上の比表面積、特に好ましくは１００ｍ２／ｇ以上の比表面積を有するカーボンブラック
を含有する接着促進剤、好ましくはＲＦＬ浸漬液であることを特徴とする請求項１～６の
いずれか１項に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項８】
　前記導電性コーティング（１３）がカーボンブラック浸漬液であることを特徴とする請
求項７に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項９】
　前記導電性コーティング（１３）が、前記スレッド形状要素（１１）との関連において
、１０～９０重量％、好ましくは１０～５０重量％、特に好ましくは１５～３５重量％を
作り上げることを特徴とする請求項１～８のいずれか１項に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項１０】
　前記空気入り車両タイヤ（１）の前記ヘッド領域（６）と前記ビード領域（２、３）の
ゴム混合物が導電性ゴム混合物を有する一方、前記カーカス（４）のおよび／または前記
サイドウォール領域（１０）のおよび／または前記内層（９）のゴム混合物の導電性が不
十分であることを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の空気入り車両タイヤ。
【請求項１１】
　請求項７に記載の導電性ＲＦＬ浸漬液を製造する方法であって、
－５～２５重量％のカーボンブラック、好ましくは６～１５重量％のカーボンブラック、
特に好ましくは７～１０重量％のカーボンブラックを有するカーボンブラックの水性分散
液Ａを製造する工程と、
－前記水性分散液ＡをＲＦＬ浸漬液である分散液Ｂに加えて混合する工程と
を含む方法。
【請求項１２】
　前記分散液ＡおよびＢが５０：５０～７０：３０、好ましくは５０：５０～６０：４０
の体積比で混合されることを特徴とする請求項１１に記載の方法。
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